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［設例 1］

[1] 同 時 配 当 [2] 異時配当１ [3] 異時配当２
（甲の競売が先行） （乙の競売が先行）

甲 乙 甲 乙 乙 甲
第1順位 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3500万円 1000万円
の配当 2000万円 4000万円 2500万円 Ｃ（Ｂに代位） 5000万円 Ｄ（Ｂに代位）

500万円 800万円

第2順位 Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
500万円 800万円 0万円 800万円 0万円 700万円

の配当

Ｃの残500 余り 200万 余り 200万 Ｃ の 残 300
備 考 万円は無 円はＡに 円はＡに 万円は無担

担保債権 交付 交付 保債権

・乙⇒甲順に異時配当になった [3]の場合、甲の競売において、ＤがＢの抵当権を代位行
使できるのは、その優先枠の残り1000万円分のうち被担保債権額の800万円にとどまる。
Ｃは、Ｂ・Ｄに配当された残りの700万円よりも大きい1000万円の被担保債権を有する
ので、700万円の配当を受けられる。 [1][2]の場合にＡに交付される200万円が [3]の場合
にＣに配当されるのは、Ｃが甲の抵当権者だからである。

［設例 2］

[1] 同 時 配 当 [2] 異時配当１ [3] 異時配当２
（甲の競売が先行） （乙の競売が先行）

甲 乙 甲 乙 乙 甲
第1順位 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3500万円 5000万円 1000万円
の配当 2500万円 3500万円 2500万円 Ｃ Ｄ（Eに物上代位）

0万円 800万円
Ｅ（Ｂに代位）

700万円

第2順位 Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
0万円 800万円 0万円 800万円 0万円 0万円

の配当

Ｃの債権 余り 700万 余り 700万 Ｃの債権は

備 考 は全額無 円はＥに 円はＥに 全額無担保

担保債権 交付 交付 債権

・乙⇒甲順に異時配当になった [3]の場合、乙の所有権を失ったＥは、Ａに5000万円の求
償権を取得し（372条・351条）、甲上のＢの抵当権を代位行使できるが（499条）、甲の売
却金2500万円からＢの残債権1000万円を除いた1500万円が上限となる（残額3500万円は無
担保の求償権）。

・乙の競売により、Ｄは、配当を受けることなく乙上の第2順位の抵当権を失う。しかし、
甲についてＥの取得する上記1500万円の代位による配当額から、物上代位の法理により、
800万円を回収できる。Ｅは残額700万円の配当を受ける。Ｃは無配当。
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